






保険金請求手続きの流れ（傷害事故の場合）
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▼

事故のご連絡

ご加入者さま
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※加入申込票・名簿をお持ちの方は事故報告書とともにFAXをお願いいたします。
・原則、事故発生から30日以内に事故報告書でご連絡をお願いします。（30日過ぎても受付は可能です。）
・  「事故報告書」フォームは有限会社東京福祉企画ホームページからダウンロードいただけます。
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　被保険者が責任者本人である場合は、一緒に活動されていたボランティアの方
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　※家族、親族、法人代表者個人が被保険者の場合の当該法人代表者は証明者になれません。

▼

事故の受付
保険会社

三井住友海上・公務第一部公務室（営業部署）
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・ ボランティア活動中の事故か、証明欄の証明があるか等ご確認し、記載内容に不明な点があれば

ご連絡をさせていただきます。　�Þ�Ä�‚�C��	{�w�x�£�¬�Ý�w�]�È�W�x�æ�l�o�S�“�‡�d�œ�{
▼

保険金請求書類の
ご案内
保険会社

三井住友海上・保険金お支払センター
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▼

保険金請求
書類の提出

ご加入者さま
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・請求書類については、7ページ「2.保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。

▼
保険金請求書類の
受付・保険金の
お支払い
保険会社

三井住友海上・保険金お支払センター
�Ô�]��	Z�M�h�i�M�h�-�e�Ú
e�{	{�¨�°�Ü�›�¬�Ý�w�O�Q�z�-�e�Ú�w�*���î�ª�™�z�-�e�Ú�w�S�§÷	���

�V�›�æ�M�‡�b�{
・ ご請求内容によっては、病院、警察、ご本人さまへの調査確認を行ったり、追加の書類を依頼させていただく場合があります。
・ 確認の結果、報告内容に疑義がある際には保険金をお支払できない場合がございますのでご留意ください。
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証明者と
なれる方

よくあるご質問
ボランティア活動中とは 地域見守りボランティアについて
ボランティア活動を行う目的をもって通常の経路により住居（住居以外の
施設を起点とする場合、または住居以外の施設に帰る場合はその施設）を 
出発してから、住居に帰るまでの間をいいます。ボランティア活動以外の目
的で行動した場合、または往復途上を外れた場合は、その時点でボラン
ティア保険の補償は終了します。
※ 「住居」とは、戸建の場合は敷地内、マンションの場合は玄関内（専有部

分）をいいます。
※ 活動終了後の打ち上げ、食事会は補償対象となりません。活動に直接結

びつく反省会は補償対象となります。

防犯活動等の一環として地域を見守るボランティアは、以下条件にあては
まれば、ボランティア保険の対象となります。
・ボランティア活動団体で企画立案された活動であること

事前に活動スケジュール（時間帯）が確認でき、活動記録を備え付けてい
ること。

・ 腕章、ビブス等着用により第三者から活動中であることが認識でき、ボラ
ンティア活動と日常生活の区別が可能であること

※ 自転車カゴに「防犯パトロール中」のシートを付けるような、日常生活と
一体化したものは対象となりません。

外国人の方の加入について 「活動に直接結びつく学習会、研修会、会議等」について
外国人の方もボランティア保険に加入できます。ただし、以下の条件があり
ますので、ご注意ください。
・日本国内のボランティア活動のみが対象です。
・ 傷害補償につきましては、日本における「医師法上の医師」の診断・治療を

受けた場合のみが対象になります。
・本人と連絡が取れる日本国内の連絡先が必要です。
（可能であれば、本国の居住地・連絡先もあわせてご提供ください。）

ボランティア活動団体で企画立案されていることが必要です。
ボランティア活動を行うための準備として、ボランティア活動団体で計画さ
れたスケジュールや内容に基づいて行われるものが対象です。
ボランティア個人の判断によるスキルや知識習得は自己研鑚に該当し、ボ
ランティア保険の対象となりません。
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ボランティア活動中の「よくある事故」防止のポイント

転倒事故を防止するために
［事故例］

◎道路上の段差につまずいた。
◎階段を踏みはずした。
◎斜面での作業中に転げ落ちた。
◎施設内のコードにつまづいて転倒した。
◎入浴介助中、濡れた床で滑り頭を打ってしまった。

★活動前に危険個所を確認し、必要に応じて転倒防止
策を講じましょう。
★足元の小さな段差にも注意しましょう。
★時間に余裕をもって行動開始しましょう。

自転車事故を防止するために

★往復途上の事故が増えています。
★交通安全ルールを守りましょう。
　（交差点での一時停止と安全確認、夜間ライト）
★スピード出しすぎ、急な進路変更は厳禁です。

［事故例］

［防止のポイント］ ［防止のポイント］

◎バランスを崩した。
◎他の自転車、歩行者、自動車等と接触・衝突した。
◎追突を避けようと急ブレーキをかけ、転倒した。
◎歩道を走行中に通行人と接触し、
　転倒させてしまった。

作業中の事故を防止するために
［事故例］

◎展示品を運搬中、足の甲に落としてしまった。
◎がれき撤去の作業中、釘を踏んでしまった。
◎屋外で長時間作業し、熱中症になってしまった。
◎調理中、包丁で手を切ってしまった、熱湯で火傷して
しまった。

★不安定な体勢で作業をしないようにしましょう。
★調理中は刃物や油の取扱いに注意しましょう。
★屋外活動は帽子着用と水分補給を忘れずに。
★はさまれることはないか、上から物が落ちてくること
はないか等、注意しながら作業しましょう。

賠償事故を防止するために

★車いすを押すときは、施設・設備に
　段差等の危険がないか事前に確認し、慎重に行動し
ましょう。
★作業対象物、借用物は丁寧に取り扱いましょう。

［事故例］

［防止のポイント］ ［防止のポイント］

◎被介護者にケガを負わせた。
◎片付け中に台車をぶつけて、ガラスを破損した。
◎電球交換時に、蛍光灯カバーを破損した。
◎設置ミスでテントが倒れ、人をケガさせてしまった

用語のご説明　当パンフレットの「（＊）」で記した用語のご説明です。

用語 説明
ア 行 医学的他覚所見 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。

医師 被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。
カ 行 解約日 保険期間の中途で保険契約が解約された日をいいます。

加入申込票 引受保険会社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、
これらの書類を含みます。

危険 損害または傷害の発生の可能性をいいます。　
ギプス等 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、

肋（ろっ）骨固定帯、サポーター等は含みません。
記名被保険者 加入申込票に記載された被保険者をいいます。
頸（けい）部症候群 いわゆる「むちうち症」をいいます。
ケガ 急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。

「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」とは、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状（注）を 
含みます。

（注） 中毒症状とは、継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
後遺障害 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまた

は身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
誤嚥（えん） 食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。

サ 行 始期日 保険期間の初日をいいます。
酒気帯び運転 道路交通法第６５条（酒気帯び運転等の禁止）第１項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転することをいいます。
自動車等 自動車または原動機付自転車をいいます。
失効 保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。
手術 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。

① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為（注１）。ただし、創傷処理、皮
膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。

②  先進医療に該当する診療行為（注２）

（注１） ①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表
においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。

（注２） ②の診療行為は、治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限
ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照
射および温熱療法による診療行為を除きます。

乗用具 自動車、原動機付自転車、モーターボート、水上オートバイ、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。
所定の部位 次のいずれかの部位（指、顔面等は含まれません。）をいいます。

・長管骨（上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。）または脊柱
・ 長管骨に接続する上肢または下肢の３大関節部分（中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。）。ただし、長管骨を含

めギプス等の固定具を装着した場合に限ります。
・肋骨・胸骨（鎖骨、肩甲骨は含まれません。）。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。

親族 ６親等内の血族、配偶者（注）および３親等内の姻族をいいます。
（注）婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。

タ 行 治療 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。
通院 病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただ

し、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた
場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回にのみ通
院したものとみなします。

溺水 水を吸引したことによる窒息をいいます。
特約 オプションとなる補償内容等普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。

ナ 行 入院 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
ハ 行 被保険者 保険契約により補償を受けられる方または補償の対象となる方をいいます。

普通保険約款 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
保険期間 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券・加入申込票記載の保険期間をいいます。
保険金 普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害または傷害が生じた場合に引受保険会社がお支払いすべき金銭をいいます。
保険金額 保険契約により補償される損害が発生した場合に引受保険会社が支払うべき保険金の限度額をいいます。支払限度額ともいいます。
保険料 保険契約者が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。
ボランティア ボランティア活動を行う自然人で次のいずれかに該当する方をいいます。

ア．ボランティア活動団体の構成員　イ．ボランティア活動推進法人の委嘱を受けた方またはボランティア活動推進法人に登録した方
ボランティア活動 自発的な意思により他人や社会に貢献することを目的とし、日本国内で行われる次のいずれかに該当する活動をいいます。なお、活動

には、活動のための学習会または会議等を含み、有償（注１）の活動は除きます。
ア．所属ボランティア活動団体の会則（注２）に則り企画、立案された活動
イ．ボランティア活動推進法人の委嘱を受けた、またはボランティア活動推進法人に届け出た活動

（注１）交通費、食事代等費用弁償程度の支給がなされる場合は、有償とはみなしません。
（注２）名称を問いません。

ボランティア活動
推進法人

自発的な意思により他人や社会に貢献することを目的とする活動の推進または社会福祉の推進を目的とする法人（国および地方公
共団体を含みます。）をいいます。

ボランティア活動団体 ボランティア活動推進法人の委嘱を受けた、またはボランティア活動推進法人に登録した団体をいいます。
ボランティア活動中 ボランティア活動を行っている間をいい、ボランティア活動を行う目的をもって通常の経路により住居（注）を出発してから住居に帰着するまでの間を含みます。

（注）住居以外の施設を起点とする場合または住居以外の施設に帰る場合は、その施設とします。
マ 行 満期日 保険期間の末日をいいます。

免責金額 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
申込人 引受保険会社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。
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◎歩道を走行中に通行人と接触し、
　転倒させてしまった。

作業中の事故を防止するために
［事故例］

◎展示品を運搬中、足の甲に落としてしまった。
◎がれき撤去の作業中、釘を踏んでしまった。
◎屋外で長時間作業し、熱中症になってしまった。
◎調理中、包丁で手を切ってしまった、熱湯で火傷して
しまった。

★不安定な体勢で作業をしないようにしましょう。
★調理中は刃物や油の取扱いに注意しましょう。
★屋外活動は帽子着用と水分補給を忘れずに。
★はさまれることはないか、上から物が落ちてくること
はないか等、注意しながら作業しましょう。

賠償事故を防止するために

★車いすを押すときは、施設・設備に
　段差等の危険がないか事前に確認し、慎重に行動し
ましょう。
★作業対象物、借用物は丁寧に取り扱いましょう。

［事故例］

［防止のポイント］ ［防止のポイント］

◎被介護者にケガを負わせた。
◎片付け中に台車をぶつけて、ガラスを破損した。
◎電球交換時に、蛍光灯カバーを破損した。
◎設置ミスでテントが倒れ、人をケガさせてしまった

「ボランティア保険制度」のご加入についてのご注意

東京都社会福祉協議会のボランティア保険制度は皆様の相互扶助の制度であり、安定的な運営を目指しております。保険料は被保険者数
と損害率（支払保険金÷保険料）を鑑み、決定されます。保険金のお支払額が増加した場合、損害率が悪化し、保険料に影響してしまいます。
そこで東京都社会福祉協議会のボランティア保険制度をより魅力ある制度として永続的に維持・発展させていくために、引受ガイドライン
を下記の通り設けております。著しく保険金請求の頻度が高いなど、ご加入者間の公平性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求
があった場合には、保険期間終了後、次年度のご加入をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※引受保険会社は次年度の本保険引受の審査のため、本保険契約における保険金請求情報を東京都社会福祉協議会および各社会福祉協議会、ボラン
ティア保険受付窓口に提供することがあります。

区分 内容 補足 引受ガイドライン

A モラルリスク ・事実を偽った不正な保険金請求が行われた場合 翌年度以降はお引受できません。

B
過去3年間で事故件数が10件以上かつ累計支
払保険金額が50万円以上

・加入者単位
ご家族であれば1家族全体で左記数値を合算
いたします。

事故の発生状況や、保険金請求の内容によっ
ては、引受の制限を実施する場合があります。�
ご加入の条件についてはお客様のご希望に沿え
ない場合がありますので、予めご了承ください。

C

その他、本保険制度維持の観点から引受保険会
社が加入内容の見直しが必要と判断した場合

通常の傷害事故に比べて通院日数が非常に多
いと判断される事故で引受保険会社より個別に
加入内容について見直すよう、申し入れが行わ
れた場合など
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加入書類に記入する　ボランティア保険のご加入に必要な書類は以下のとおりです。

払込用紙で保険料を振込む

申込書類と郵便振替払込受付証明書(もしくは振込控え)を提出する
※郵送での受付はしておりません。窓口にてお申込みください。

中途加入の場合は、 　 ～ 　 のすべての手続きが完了した日の翌日0時から補償がはじまります。

●払込保険料をご確認のうえ、郵便局もしくは銀行にてお振込みください。

●ボランティア保険加入申込票の2枚目下に郵便振替払込受付証明書を貼付し、お近くの東京都内各区市町村社会福祉協
議会ボランティアセンター窓口へご提出ください。※窓口の所在地等は、東京福祉企画ホームページでご確認ください。
　また、ボランティア保険加入確認証（兼）保険料受領書はボランティア保険加入証明書となりますので、保険期間が終
了するまで大切に保管してください。

○取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。
したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
○複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は、引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責
任を負います。幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
引受保険会社は次のとおりです。　三井住友海上火災保険株式会社（幹事会社）　東京海上日動火災保険株式会社　損害保険ジャパン株式会社
なお、引受割合は決定しだい東京福祉企画ホームページでご案内します。

※年度途中でボランティア保険にご加入の場合、保険開始日は加入手続完了日の翌日0時からとなります。
※令和6年4月1日からの補償をご希望の場合、令和6年3月３１日までにお手続を完了してください。

●間違ってお振込みされた場合は、振込手数料を差し引いてご返金いたしますのでご注意ください。

振
込
先 みずほ銀行　飯田橋支店　口座番号　（普）１５０２８５７

社会福祉法人東京都社会福祉協議会　ボランティア保険口

ゆうちょ銀行　口座番号　００１１０－６－６６１６８２

社会福祉法人東京都社会福祉協議会　ボランティア保険係
フク）　トウキョウトシャカイフクシキョウギカイ　ボランティアホケンガカリ

フク）　トウキョウトシャカイフクシキョウギカイ　ボランティアホケングチ

加入手続き

1

3

●ボランティア保険加入申込票
　他の団体などですでにご加入されていないこと、2口以上の加入者がいないことをご確認のうえ、お申込みください。
●加入者名簿
住所・氏名・電話番号が記載された既存の名簿がある場合には、それに替えることができます。その場合は、必ず3部ご提出ください。

●払込用紙
専用の振込用紙を用いた郵便局窓口・郵便局ATM・みずほ銀行本支店窓口からの振込は送金手数が無料です。
それ以外のお振込みは加入申込者様の手数料負担となります。

●ご加入の際は、加入申込票の記載内容を再度ご確認ください。加入申込票に記載された内容が事実と相違する場合
や該当項目に記入がない場合には、保険金が支払われないことがありますのでご注意ください。また、ご加入の内容
と補償の範囲が重なる他の保険契約がある場合は必ずお申し出ください。団体（グループ）加入の場合、加入者全員
に保険のご加入について必ずご説明ください。

加入書類は東京都内の各区市町村社会福祉協議会ボランティアセンターまたは東京都社会福祉協議会の窓口でお渡しします。
なお、各窓口の所在地、連絡先は東京福祉企画ホームページ（表紙お問い合わせ先参照）でご覧いただけます。

東京都社会福祉協議会  経営支援担当
〒162-8953  東京都新宿区神楽河岸1－1　TEL03-3268-7232　FAX03-3268-2148

（受付社会福祉協議会）

※補償内容など保険の内容に関しては、取扱代理店ならびに引受保険会社にお問い合わせください。

補償内容など保険の内容に関するお問い合わせ先

加入手続きに関するお問い合わせ先

有限会社  東京福祉企画（東京都社会福祉協議会指定保険代理店）
〒162-0825　東京都新宿区神楽坂１－２　研究社英語センタービル３階　TEL03-3268-0910　FAX03-3268-8832
この他にも介護事業や社会福祉事業等を総合的にフォローアップするために、各種保険を取り揃えております。
ホームページアドレス　http://www.tokyo-fk.com/

取扱代理店
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